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令和 5年度第 2回茅ヶ崎市病院事業経営審議会会議録 

 

議題 1. 茅ヶ崎市立病院経営計画（答申案）について 

日時 令和 5年 12月 1日（金）18時 30分から 19時 40分まで 

場所 茅ヶ崎市立病院別棟 1階会議室（WEB会議） 

出席者氏名 （出席委員） 

松原会長、髙山副会長、阿部委員、大久保委員、北村委員、黒木

委員、下里委員、正木委員、石井委員 

 

（欠席委員） 

新実委員 

 

（事務局） 

中沢病院事業管理者、藤浪病院長、栗山副院長、岩澤副院長兼

事務局長、益原診療部長兼患者支援センター所長、福田診療部

長、河野中央診療部長、山岡看護部長、端山薬局長、小川病院

経営企画課長、根岸病院総務課長、高瀬医事課長、古賀課長補

佐（病院経営企画課）、宇田川課長補佐（病院総務課）、河津課

長補佐（医事課）、須藤課長補佐（医事課）、鈴木主査（病院経

営企画課）、門田主事（病院経営企画課） 

会議資料 ・次第 

・資料 1 茅ヶ崎市立病院経営計画（答申案） 

・資料 2 委員意見を踏まえた答申案の修正について 

・資料 3 今後の予定について 

・参考資料 1 茅ヶ崎市病院事業経営審議会委員名簿 

・当日配布資料 石井委員提出資料 

会議の公開・非公開 公開 

非公開の理由 － 

傍聴者数 5名 
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〇事務局（小川病院経営企画課長） 

定刻となりましたので、茅ヶ崎市病院事業経営審議会を開催いたします。本日はお忙し

い中、お集りいただきまして誠にありがとうございます。 

本日の司会進行を務めさせていただきます、病院経営企画課の小川でございます。よろ

しくお願いいたします。 

本日の会議でございますけれども、新実委員より欠席のご連絡をいただいております。

過半数の委員が出席されておりますので、茅ヶ崎市病院事業経営審議会規程第５条第２項

の規定におきまして、会議が成立しておりますことをご報告いたします。 

今回はWEBでの開催となっております。ご発言のある場合は、挙手ボタンを押していた

だくか、会長にわかるように挙手をしていただきますようお願いいたします。 

本日の資料につきましては、事前配布資料を次第に載せておりますが、皆様過不足はな

いでしょうか。 

それでは以後の進行につきましては、茅ヶ崎市病院事業経営審議会規則第５条第１項の

規定に基づき、松原会長にお願いしたいと思います。松原会長よろしくお願いいたしま

す。 

〇松原会長 

 はい、皆さんこんばんは。師走のお忙しい中にお集まりいただきまして誠にありがとう

ございます。 

それでは議題１より始めていただきます。茅ヶ崎市立病院経営計画答申案につきまし

て、前回からの変更点について、事務局より説明をお願いいたします。 

〇事務局（古賀課長補佐） 

 はい、それでは病院経営企画課の古賀と申します。本日はよろしくお願いいたします。

皆様、音声のほうは大丈夫でしょうか。それではご説明をさせていただきます。 

では、資料１答申案とＡ４横の資料２を並べてご覧いただければと思います。資料２は

前回の会議で委員の皆様からご意見をいただきました事項につきまして、まとめたものと

なっております。左からご指摘いただいた事項、答申案上の項目、修正案の概要、該当ペ

ージとなっております。資料１に点線で下線を引いておりますが、今回追記をさせていた

だいた箇所となっております。下線で引いた箇所について、画面上は黄色いマーカーで塗

って進めさせていただきたいという風に考えております。画面は資料１答申案を投影させ

ていただきます。それでは資料２の上からご説明をさせていただきます。基本的に答申案

のページ順に沿ってご説明をいたします。 

最初に基本理念「健やか・共創」と取組みとのつながりが見えにくいと言ったご意見を

いただいております。答申案を１ページめくっていただきまして、目次の下に今回の計画

のシンボルとなるようにロゴを設けまして、基本理念や3つの重点取組みをまとめまし

た。今後、院内・院外へこの計画を示していくことになりますけれども、特に職員が共通

認識もつことができるように、様々な場面でこちらを示していきたいと考えております。 

次に２つ目１０ページをお開き下さい。決算につきまして、経営努力について記載した
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ほうがいいのではないかと言ったご意見をいただきました。経営状況の2段落目、経常収

支は医業収支の改善によって増えたこと、一般会計負担金や国県補助金より大幅に改善し

た旨を追記いたしております。 

３つ目１５ページになります。救急等におけるDPC分析の活用について、ご意見を頂い

ております。当院では、以前から救急搬送をされた方のうち、どれだけの方が入院されて

いるのかを毎月追っておりまして、今回はその率を掲載させていただきました。厚生労働

省が公表しているデータによると、当院の入院患者の約３５％が救急からの患者さんとな

っております。 

４つ目２１ページになります。看護補助者の活用について、働き方改革を推進するため

には、タスクシフト・シェアの受け皿として看護師が担っていくのではないか、その看護

師の業務のうち看護でない業務のシフト先として看護補助者になっていくのではないかと

のご指摘がありました。会議では、委員から看護補助者について言及されておりましたけ

れども、業務の受け皿としては、看護補助者だけではなくて、医療技術者や医師事務作業

補助者も考えられることから、このような記述をさせていただいております。 

次に５番目、職員が経営意識を持つべきではないかとのご意見がございました。２３ペ

ージをご覧ください。ここでは、令和９年度までの経営指標を掲げておりますけれども、

リード文に目標達成するために職員に対して、定期的に経営状況について情報提供を行う

こと、経営改善への意識を促すこと、セクション毎に設定する個別目標を達成するよう努

めることを追記いたしております。 

次に６番、がんの集学的な治療について、ご意見をいただきました。２４ページをご覧

ください。リード文に手術、放射線治療、薬物療法を効果的に組み合わせた集学的治療を

提供する体制を強化し、がん患者さんの受け入れ増加を図る旨を追記いたしまして、取組

み事項として(仮称)がん診療支援センターを設置することを掲げました。こちらの取組み

については、済生会横浜市南部病院さんの取り組みや、そのほか様々な病院の取り組みを

参考にさせていただいておりますけれども、がんへの取り組みをセンター化して、横断的

な取り組みとなるよう組織編制しようとしているもので、がん医療の提供ももちろんのこ

と、地域連携、がん相談、情報発信をすることを想定しております。また、この他に追記

事項として、目標値にがん相談件数を追加いたしました。 

７番目、スペシャリストの育成と活用になります。前回の会議では、スペシャリストの

育成と活用は今後のポイントになるのではないかと言ったご意見をいただいております。

２４ページの３つ目の取り組み事項となります。チーム医療の更なる向上と推進の中で、

がん治療を推進するにあたって、薬剤師、専門看護師、認定看護師、栄養士、リハビリス

タッフなど職種を具体的に追記させていただいた点と、３０ページをご覧ください。「職

員が働きたいと思う病院を目指します」の取り組み事項３つ目、専門性を備えた職員の活

用・育成強化の中でスペシャリストを育成するための具体的な分野として、がん治療、看

護、救急、小児、周産期医療のスキルアップ向上を目指すとの記述を追加いたしておりま

す。 
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次に８番目、基本理念「健やか・共創」と取組みのつながりについて、これは一番の再

掲となりますけれども、２７ページ地域完結型医療の推進、２８ページ「患者さんから選

ばれる病院」のリード文に基本理念についての記載を追記しております。 

次に９番目、地域連携の取り組みについて、もう少し見える化・具体化したほうがいい

のではないかとのご意見をいただいております。地域の先生方と定期的に症例検討を行っ

たり、研修などを行うことについては記載をしておりましたが、２７ページ地域完結型医

療の推進の目標値に、地域医療機関向け研修回数を目標値として設定をしております。 

 １０番目、広報の強化・市民向け講座などの取り組みについて、具体化したほうがいい

のではないかとのご意見をいただいております。２８ページをご覧ください。元々、広報

については、２７ページの地域完結型医療の推進に置いておりましたけれども、患者さん

から選ばれる病院に記述を移動させまして、取組み事項の３つ目として、広報担当を置く

ことや出張講座などの啓発活動を行うこととしております。また、目標値に公開講座開設

を新たに設定しております。  

次に、看護外来について、ご意見をいただきました。慢性疾患をもった患者さんに対し

てのアプローチが非常に重要だとのご意見でした。こちらについては、前回の答申案では

特に記述をしていなかった事項ですが、２８ページの患者さんから選ばれる病院の４番目

の取り組み事項として、看護外来を拡充することといたしております。現在、ストーマ外

来や糖尿病面談、フットケア外来を実施しておりますけれども、新たにスキンケア外来、

高齢者サポート外来を計画期間中に拡充することとしております。 

最後に１２番目、バランスト・スコアカードと基本理念との関係についてご意見をいた

だいております。３３ページをご覧ください。前回の答申案では、右上の図の中心が経営

管理となっておりましたけれども、委員からのご意見を踏まえまして、基本理念の実現に

改めまして、左側の説明文にその旨の説明を追記しております。前回の会議で委員の皆様

からご意見をいただき、答申案に反映したものは以上となります。 

また、事務局側の追記といたしまして、３１ページをご覧ください。収支見通しのとこ

ろですけれども、前回は収支計画の表のみ載せておりましたけれども、収支見通しの解説

として、国のガイドラインにおいて、一般会計から所定の繰り出しが行われれば経常黒字

となることが求められていることや、令和９年度に経常収支の黒字を目指しますけれど

も、令和６年度から令和８年度までは、赤字が見込まれることについて、追記をしており

ます。事務局からの説明は以上となりますが、本日欠席の新実委員からは、修正案につい

てはご了承のご連絡をいただいております。以上となります。 

〇松原会長 

 はい。ありがとうございました。今説明が終わりましたので、感想やご意見などござい

ましたらお願いいたします。委員全員が見えませんので、ミュートを外してご自身でご発

言いただければと思います。いかがでしょうか。石井委員どうぞお願いします。 

〇石井委員 

すみません。音声は聞こえますでしょうか。 
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〇松原会長 

はい。よく聞こえます。 

〇石井委員 

申し訳ありません。ビデオの調子が悪いので画像なしですが、音声は全て聞こえており

ますので、この形で参加をさせていただきます。 

〇松原会長 

はい、どうぞ。 

〇石井委員 

あの、前回私はちょっと出席をできなかったので、遅まきながらで大変申し訳ないので

すけれども、元々会計士なものですから、その視点から少しコメントをさせていただきた

いと思っております。そのために、事務局のお作りいただいた資料がありまして、その資

料を今回あげていただいたようなのですけど、よろしいでしょうか。 

〇事務局（鈴木主査） 

画面共有しました。 

〇事務局（古賀課長補佐） 

 はい。 

〇石井委員 

 私の方でお願いしてこの資料を作っていただきました。何を目的としたかというと、令

和２年、３年、４年はコロナの３年間でありましたが、コロナ以前の数値との関わりとい

うのをやはりきちんと認識をしたほうがいいだろうということで、コロナ以前の令和元年

から令和４年の実績、そして今年度令和５年の見込み、その後の目標という風に表の作成

をしていただきました。 

まず、第一にこの表の最初の２行目です。職員給与費対修正医業収益比率というのがで

ております。目で追っていただくとわかりますけれども、コロナの前の令和元年、ビフォ

ーコロナ６３.２％だったのです。給与比率。ただ、今まさに直前でお見せいただいた表

があるのですが、そちらの表とこの給与の比率がかなり大きく異なっているようなのです

が、それが今、この時点で分からなくなりました。どう理解してよろしいのか。この表を

お作りいただいたのは事務局ですが、この表だけご覧いただくと、令和元年当時６３％だ

った人件費が、その後コロナに入って６７、６４。前年は５９になっておりますが、この

５９が今年度５７に落ち、それ以降もですね、５８、５７、５６、５４という変化を本当

にできるのでしょうかと。それについてちょっとご回答いただきたい。つまり、この目標

は本当に達成可能なのでしょうかということであります。 

 ２番目は、１日当たりの入院患者数。令和元年下の表ですね、３０１人となってありま

す。業務に係る指標の１番です。それに対して、コロナにおいては当然でありますけれど

も、重点医療機関等でもあったわけで、入院患者数は大きく減っていらっしゃるのです

ね。３０１人という有事でない平時における入院数が、令和５年になって２８０。それ以

降６年、７年、８年、９年という変化が。見ていきますと、令和元年当時のコロナ前の３
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００人多数の令和７年ということになって、このイメージというのは適切な設定なのでし

ょうか。事務局からお話しをいただいたところによると、今年度令和５年は２９０人はい

けそうであるというお話なので、令和５年度の見込みの２８０人よりもプラス１０人にな

っているのが実態のようであり、いずれにしても、この1日当たり入院患者数の目標とい

うのは、これが適正なのでしょうかという風にお伺いしたいと思います。 

同じように、令和元年の１日当たり外来患者数は８６５人です。これが今回増えていっ

ているのですが、大変結構なことでございます。ただ、令和４年の実績が８９９。令和５

年の見込みは９００としておいて、それ以降令和６年からの目標値が何故下がった状態の

８９０になっているのかと。これがちょっと私わかりませんで、このあたりというのもご

説明をいただけると助かるなと思っています。 

それ以外にちょっとお聞きしましたところによりますと、現在、高度急性期というカテ

ゴリーの病床を当院は１００ベッドを超えて設定されております。病床機能報告において

は、４００のうちの１００超の病床が高度急性期だという風に報告をされているようで、

中身をお聞きすると、ＩＣＵ４ベッド、ＮＩＣＵ３ベッド。それ以外の５２ベッドと５０

ベッドの病床は、３階の東と４階の東の病棟だという風にご説明をいただいています。３

階東の５２と４階の東の５０ベッドが全て高度急性期の病床、全病床が。というようなイ

メージのようなのですが、そのあたりについて、ちょっと状況のご説明をいただけないか

という風に思っています。    

また、４００ベッドの急性期の機能の高い病院において、ＩＣＵが４、ＮＩＣＵが３。

ＮＩＣＵに関しましては、小児系でありますから、３ということもありかなと思うのです

が、ＨＣＵもなく、脳外科はされていないので、ＳＣは関係ないのかもしれないのです

が、ＩＣＵ４ベッドのみというのを、今後の計画・目標という観点から言ってもこのまま

でいかれるという前提で計画を立てられているのか、このあたりについても、ちょっとお

聞きしたいなという風に思っております。以上でございます。 

〇松原会長 

 はい。ありがとうございました。経営指標・業務指標につきましては、将来の数字につ

いて絶対こうなるとは誰も言えないはずですけれども、それを出してきた根拠をですね、

示していただければということだと思います。あとは、病床の説明について。病床の説明

について、もしここですぐ言えない場合には、また今後になるかもしれませんけども。大

きくこの２点だと思います。事務局からご説明お願いいたします。 

〇事務局（古賀課長補佐） 

はい。では古賀よりご説明をさせていただきます。 

まず、給与比率の話だと思いますけれども、石井委員からもお話がございましたけれど

も、令和４年度にこの２番目ですね、職員給与費対修正医業収益比率が５９.０％という

ことで、６０％以下達成をしております。今後、収益増の取り組みとして、例えば急性期

充実体制加算などの加算取得に向けて今院内の体制づくりを進めております。 

また、入院患者数をこれから伸ばすというような想定をしておりますけれども、この入
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院患者数を順調に伸ばしながら、増収を目指して、この分母の方ですね、収益を増やし

て、給与比率５０％台を目指したいと考えております。 
２番目の入院患者数の関係になります。入院患者数については、先々月ですね、１０月

単月で１日の入院患者数が２９９人となっております。できれば前倒しで令和６年度に１

日当たり３００人を達成できればという風に考えておりますけれども、そのためには、そ

の状況を支える看護師も必要となっております。現在、看護師は欠員の状況となっており

まして、夜勤などの看護師 1人当たりの負担が増えておりますので、看護師を増員しなが

ら早期に達成をできればと考えているところです。 

外来患者数について、ご質問いただいております。外来の患者数については、昨年の審

議会資料にも出しておりますけれども、当院の外来患者数は３５０床から４５０床の同規

模病院と比較いたしまして、かなり多い、大体６０人から７０人程多いという結果となっ

ておりました。これから働き方改革がございますし、紹介・逆紹介をこれから進めていき

ながら、急性期病院としての役割を果たしていくということで、若干減らした目標値とさ

せていただいております。 

ＩＣＵの関係を私からちょっとご説明させて頂きます。ＩＣＵについては、今から１２

年前の平成２３年に新設しております。病床を増やすのは今のところ病院の構造上難しい

と考えておりまして、財務省からもご指摘されているというようなお話もありましたけれ

ども、今後、国の動きも注視しながら、そのあたりは考えて検討していきたいと考えてお

ります。高度急性期病床についてはまたご対応させていただきます。 

〇石井委員 

石井でございます。説明ありがとうございました。 

〇事務局（高瀬医事課長） 

すみません。高度急性期病床について。 

〇石井委員 

ご説明いただくのですね。はい。よろしくお願い致します。はい、すみません。 

〇事務局（高瀬医事課長） 

医事課長の高瀬と申します。高度急性期病床１０９床ございますが、看護師必要度等勘

案をいたしまして、決定をしているところでございます。病床機能報告につきましては、

病棟毎の病床が担う医療機能を報告することとなっておりまして、病院によっては、病棟

一部において高度急性期を適用しているところもあるようですが、当院につきましては、

病棟の基本的な利用を報告のベースといたしまして、３階東および４階東部分を高度急性

期病床としているところでございます。以上でございます。 

〇石井委員 

石井でございます。一つだけ教えていただいて。この３階の東と４階の東というのは、

疾病というのでしょうか。例えば、脳外科の病棟とか循環器内科の病棟とかそういうカテ

ゴリーでの分類はできるのでしょうか。 

〇事務局（高瀬医事課長） 
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はい。お答え申し上げます。３階東につきましては、救急対応の病床となっておりまし

て、４階につきましては、おっしゃられる通り循環器内科となってございます。以上で

す。 

〇石井委員 

はい、ありがとうございました。ご説明ありがとうございました。基本的にこの方向で

しっかり行けると、大変いいなという風に私も思っておりますが、1点だけ。先ほど入院

の患者さんの数が２９９人になっているというお話がありました。そうやって考えると、

コロナ前の令和元年度の入院患者数にかなり近いということになっているだと思うのです

が、これに関しまして大変お疲れ様ですと言いますか、大変立派に頑張られているのだな

という風に思っています。今、現実的に様々な情報でもって語られているのですけれど

も、コロナ以前に病床の稼働が戻っている急性期の病院っていうのは決して多くないとい

う現実があります。その中で、茅ヶ崎市立病院さんは、ほぼ近い数字で半年ぐらい経った

ところで戻っているというのは、これはやはり大変並大抵でない努力をされているのだと

いう認識をしています。今後、益々この指標、目標を設定された数値を実現できれば、よ

りすばらしいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上でした。 

〇松原会長 

はい。ありがとうございました。 

その他ご意見ご質問のある委員いらっしゃいましたら挙手をいただくか、全員 1度に見

られませんのでミュートを外して、ご発言いただければと思います。いかがでしょうか。

はい、では北村委員お願います。 

〇北村委員 

ただいま説明があった計画案の内容について、３点ほど伺います。 

１点目が、３１ページの収支計画についての表記でありまして、前回は説明が不足して

いて分かりにくかったですが、今回記載していただきまして、今後の経常黒字に向けた取

り組みの考え方が理解できたところです。趣旨はこれで理解するものですけれども、説明

の順番としては、まず、この段落の真ん中にある経常収支が、今後見通すと赤字になるこ

とが見込まれるということが最初に来た方がいいのではないかと。総務省のガイドライン

では、経常黒字となる水準を計画期間のうちに達成するように求められているので、令和

９年度までに計画的に段階的に経営改善を図る。そうした流れが理解しやすいのではない

かなと。言い方の問題ですが、ご検討いただければと思っています。 

２点目ですが、経営形態に関する今後についてです。今回地方公営企業法の全部適用に

なるのですけれども、この後の検討については３３ページや２１ページにも表記がありま

して、令和８年度に全部適用移行したことによる効果等を検証し、その後の経営形態につ

いての方向性を示すとされています。在り方委員会の答申の中で、３年間という期限が定

めてあるようなのですが、まず、この理由とか議論がどんなものだったのか教えていただ

ければなと思っています。 

それから３点目は、同じく３３ページに計画の点検評価公表がありまして、これから毎
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年度点検評価し、それを公表していくということになると思うのですが、決算或いはその

決算の評価とかですね、これらについては、市立病院通信が年 2回、春秋なのかだと思う

のですけど出ておりまして、市の広報紙に挟まれて各家庭に届いていると思います。内容

的には、医療サービス中心に書かれているのですけれども、ぜひこの広報を使って、決算

の状況或いは計画の進捗状況とかを市民全体に行き渡るような周知を図ることをこの中で

盛り込んでみたらどうかと思ったところです。以上です。 

〇松原会長 

はい。ありがとうございました。事務局いかがでしょう。 

〇事務局（古賀課長補佐） 

はい。それでは古賀より回答させていただきます。３１ページの記載のところですけれ

ども、こちらについては、北村委員からご意見いただきましたので、今後調整をさせて頂

きたいと思います。 

最後３つ目にいただきました、市立病院通信への決算状況について掲載したらどうかと

いうお話についても、これから内部で検討して載せるような形で考えたいと思います。 

あと、在り方検討委員会で３年を目途にというところのお話ですけれども、在り方検討

委員会で議論になったのは経営形態について、地方公営企業法にするのか、独立行政法人

化をするのか、この２点が争点でした。様々なご意見をいただいたのですけれども、最終

的には、まず、３年様子を見てみようというか、３年間経過を見て、その時にまた再度、

医療環境ですとかそういったものが目まぐるしく変わるということになって、それもコロ

ナ禍でやっていた情勢になっていますので、まずは３年を目途にというようなことで答申

をいただいた結果となっています。以上です。ちょっと説明にはなっていませんが、お願

いいたします。 

〇北村委員 

はい。ありがとうございます。わかりました。 

在り方委員会は、確か令和３年の３月ぐらいから検討があったと思っておりまして、令

和２年度の決算など非常に医業収支が落ち込んだ時期だったのじゃないかな。それからコ

ロナがあったりとか、環境の変化がありました。計画の中には、今後の経営形態について

再検討して方向性を示すとありますが、在り方委員会の時と大分経営状況が様変わりし、

今回収支計画を見ても、３年後に少なくともこの目標を持って実現に向けて進めていこう

という状況の中では、何か経営形態についての方向性を示さなければならないような切迫

性っていうのが感じられません。３年後に、独法化や指定管理の導入について検討してい

ただくことは構わないですが、収支が悪化しているようであれば、その改善策に力いれた

方がいいのかなと思います。在り方委員会でも必要がある場合にはというように触れてい

ますから、全部適用移行の効果を検証して、経営形態についての見直しが必要かどうかを

確認するとかですね、その程度の表現でいいじゃないかなと感じました。以上です。 

〇松原会長 

はい。ありがとうございました。 
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ご意見として賜りたいと思います。他にご質問ご意見ある委員いらっしゃいますか。 

〇黒木委員 

よければ。 

〇松原会長 

はい。黒木委員お願いします。 

〇黒木委員 

ありがとうございます。全体的には意見を取り入れていただいて、すごく良くなってい

るなという風に思います。 

それで、私から２点ありまして、１つはミッションに繋がるところだと思うのですが、

健やかと共創の共創の部分について、いくつか入れてくださっているのですけれども、病

病連携の部分は結構あるのかなと思うのですね。病診連携をちょっとどういう風にやられ

るのかなと思っていまして、特に診療所との連携について、診療所という文言は結構垣間

見るのですけど、そこが何か病病連携と後方支援とか何かその辺のところに比べると、ど

ういうところに入ってくるのかなっていうのが１つですね。もし、ない場合は、何か項目

だったり、連携のための取り組みみたいな感じであってもいいのかなという風に思ったの

ですが。そこの部分がちょっとどうかなっていうことが 1点ですね。 

もう 1点が、ちょっとこれ私が前回コメントさせていただいたものにも入っていると思

うのですけれど、職員が経営状況について、ある程度理解があったりとか、取り組みが進

むようにみたいな話があったと思うのですね。現状だと、経営指標ちょっと対比してみて

もらうと、これは多分、他の病院でも私が関わった病院で、従業員の経営意識はある程度

上がったりとかするとは思うのですけれども、何かもうちょっと取り組みについて、例え

ば院内で共有するとか、なんかそういう機運醸成の仕組みがないと、ただ共有してってい

う風にやってしまうとどうなのかなというところがありまして、処遇改善とかの話が最後

のところにあったかと思うのですが、何かちょっと何て言うのですかね。情報公表して、

処遇改善するっていうのでちょっと飛んでいるのかなっていう感じもするので、もうちょ

っとこれですね、病院に貢献した職員の処遇改善ということで、何か経営状況を見なが

ら、鑑みながら、という風なとこあるのですけれども、もうちょっと何か経営についての

理解を促したりとか取り組みを進めることに前向きになるような取り組みについて記載が

あってもいいのかなと思っております。そのあたりいかがでしょうか。 

〇松原会長 

はい。事務局お願いいたします。 

〇事務局（古賀課長補佐） 

 はい、病診連携の取り組みについてなのですけれども、まず、今取り組み事項としてや

っているのは、診療所訪問を先生方と一緒に行って、色々な取り組みの話をさせて頂いた

り、あとはですね、例えば新しい機器、最近ですとダヴィンチですとか放射線治療機器で

すね、そういったものを導入しましたというような報告をしたり、こちらに来ていただい

てご説明をしたりですとか、そういった取組みを今現在やっております。 
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 その他に、こちらの計画書にも記載させていただいていますけれども、症例の検討をし

たりですとか、最新の医療情報を地域の先生方にお話をさせていただいたりとか、そうい

った取組みはさせて頂いて、連携を図っていくというようなことはしております。 

 あとですね、職員への経営意識の醸成というところなのですけれども、それについて

は、もう少しちょっと中で検討させていただきたいと思います。以上になります。 

〇松原会長 

 黒木委員よろしいでしょうか。  

〇黒木委員 

そうですね。なんか診療所との連携も非常に重要だと思いますので、医師会の先生もお

られると思うのですけれど、病病連携今やられている取り組みの中で、何か発展可能なも

のがあったりとかですね、そういうものも含めていてもいいのではないか。今いろいろ取

り組みされていると思いますので、そういうのがやっているっていうことがある程度伝わ

るようなことも重要かなと思いますので、そこはちょっと、色々事情あると思いますの

で、参考にしていただければと思います。以上です。 

〇松原会長 

はい、ありがとうございました。他にいかがでしょう。 

あとは全体を通して、感想やご意見ありましたらお願いいたします。はい。阿部委員お

願いします。 

〇阿部委員 

皆さんよろしくお願いします。 

先ほどの石井委員の話にちょっと繋がるところになるのですが、２３ページ目のところ

で、1日あたりの外来患者数が令和９年にかけて少し減っていくというところで、それで

も単価は上がっていく。おそらく、市立病院さん紹介受診重点医療機関に認定されている

のかなと思うのですけれども、そのあたりの説明がこの文章にあると、私のような素人で

もどうして患者数下がっているのに単価が上がっているのかとか、そのあたりについてち

ょっと記述があると優しいのかなという風に思ったところです。意見になります。 

あと、感想のほうとしては、前回の答申案から比べて、目次のところのちょっとロゴが

入るだけで大分印象が変わったりですとか、あと、33ページ目のバランスト・スコアカ

ードのところの真ん中が基本理念の実現する形で、ちょっと視認性変わるだけで大分印象

が変わっていくのだという風に感じています。以上です。 

〇松原会長 

はい。ありがとうございました。事務局、お願いいたします。 

〇事務局（高瀬医事課長） 

紹介受診重点医療機関につきましては、10月 1日から認定を受けているところでござ

いまして、この状況を計画書の中に入れさせていただくというような形での対応というこ

とでよろしいでしょうか。 

〇阿部委員 
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多分、紹介受診重点医療機関って専門的な言葉を入れても、中々わかりにくいところは

あるのかなとは思うのですが、基本的には外来の患者さんがちょっと減っていく理由とい

うか、そのあたりはおそらく初診患者さんが減って診療所との連携を強めることでという

話になるのかなとは思うので、何かそのあたりの一文があると我々のような素人にはわか

りやすいかなという風に思ったところです。 

〇事務局（高瀬医事課長） 

 ありがとうございます。検討させていただきます。 

〇松原会長 

 石井委員この件に関してどうでしょうか。 

〇石井委員 

はい。すみません石井でございます。 

10月 1日から紹介受診重点医療機関にというお話があったのですが、すみません、当

院は地域医療支援病院ということでよろしいのですよね。 

〇事務局（高瀬医事課長） 

はい。地域医療支援病院と紹介受診重点医療機関両方とっています。はい。 

〇石井委員 

ということは、もう 1回確認させていただきますけど、紹介受診重点医療機関の医療資

源重点外来の要件を満たしているということでよろしいのでしょうか。全国の紹介受診重

点医療機関リスト、今厚生労働省で開示されていますが、大学病院と地域医療支援病院

と、新しくできた紹介受診重点医療機関の要件を満たした病院の３つのカテゴリーが、１

つの名前で紹介受診重点医療機関リストとして掲載されています。当院はまさに、法律上

新しくできた紹介受診重点医療機関の医療資源重点外来の初診・再診患者に関わる医療資

源重点外来比率を満たしているという認識をしてよろしいのでしょうか。 

〇事務局（高瀬医事課長） 

はい。おっしゃる通りでございます。 

〇石井委員 

承知しました。ありがとうございます。 

ちょっと、先ほどのお話との関係ですが、まさにそういうタイプの病院は患者さんの総

数は減るのだけど、初診患者がどんどん増えていくというタイプになると思っております

ので、だからこそ逆紹介も非常に増えていくというそういう流れだと思いますので、そう

いう意味では、この資料というのは、今のことを前提とすると整合しているのだなという

ふうに理解をいたしました。ありがとうございました。 

〇松原委員 

事務局から補足ありますか。 

〇事務局（高瀬医事課長） 

はい。特にはございません。 

〇松原委員 
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はい。プロから見るとね、整合性がとれているのですけども、一般市民の方にもわかり

やすいご説明をということだったかなと思います。 

他にご意見ご質問ございますか。正木委員。 

〇正木委員 

正木ですけども、よろしゅうございますか。 

〇松原委員 

お願いします。 

〇正木委員 

いろんな意味でこれから先、本当にいろんな計画を立てたときにどうやって職員の皆さ

ん方がこの目標に向かって邁進していくっていうか、そういうその職員を動かす力という

のがどこにあるのだろうかなっていう気がしまして、計画とかプランニングを幾らでもで

きるのですけども、それを本当に実行していく力といいますか、そういったものを職員の

手を借りなきゃいけませんけども、その職員の皆さん方が関心を持って、みんなでやっぱ

りやっていかなきゃいけないのだよねと、そういった意味合いで動いてくれるかどうかが

ですね、非常に問題になってくるんじゃないかなと思います。そういった感想をもちまし

た。 

それからもう一つですね、先ほど石井先生は病床を埋めているのでよかったねというこ

とで、すごくお褒めだったのですけども、私はですね、この病床というのはいわゆる４０

０床あるわけで、そのうちのですね、４分の３ぐらいしか使ってないのですね。実際に

は。やっぱり病院の収益を上げるっていうのは、やっぱり病床をいかに使っていくという

ことだろうと思うのですね。計算しますと、病床４００床ありますけども、患者さん１年

間の割り算をしますと、１７.５ぐらいなんですね。日本でいろんな意味でいいなと言わ

れている病院については、３０を超しているのですね。ですから、この病床がこれだけし

か埋まっていかないとするのだったら、４００床をやめちゃってですね、１００床返して

３００でやった方がよっぽどいいじゃないかなと私は思うのですね。４００床でやると、

その４００に合わせた人員配置になっていまして、基本的には看護師さんが足りないの

で、４００はあげれないってことなのでしょうけども、ドクター除いては少し余っている

ところの職種もあるかと思いますね。そういうところは、やっぱ人件費として十二分、大

きなウエイトを占めて示してきますので、やっぱり、まずはその病床１００％近いのは努

力ですよね。そういったことに、これから先は頑張っていただきたいと思います。そうし

なければ平均在院日数ですね、ほとんど下がってませんですよね。これ。１０.４、１０.

２とかですね。そしたら平均在院日数を下げて、新患をどんどん迎えて、できるだけたく

さん多く使っていくっていいますか、そういった形の中に切り換えていかないと。いうな

らばベッドをどんどん切って診療科をやめてってことで、だんだん衰退していくような方

向にいってしまいます。 

そこのところ気をつけていただきたいと思います。感想です。以上でございます。 

〇松原会長 
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はい。ありがとうございました。 

大変厳しいですけど、愛のある励ましの言葉いただいたと思います。事務局からござい

ますか。何か。 

〇事務局（古賀課長補佐） 

正木委員、貴重なご意見ありがとうございました。 

しっかりと計画を回せるように、これから進めていきたいと思いますので、色々とご指

導ご支援よろしくお願いいたします。 

〇松原会長 

他にいかがですか。ご意見ご質問ございますか。よろしいでしょう。はい。 

本日も、様々な貴重なご意見たくさんいただきました。最終的な答申案につきまして

は、私に一任していただくということでいかがでしょう。よろしければ手を挙げるか、ア

クションを。 

〇北村委員 

よろしいですか。発言して。 

〇松原会長 

はい、どうぞ。 

〇北村委員 

はい。これから１２月に答申案の報告があるようですけれども、答申案自体は諮問に対

する答申の形ですけれども、今提示されております経営計画答申案そのものが答申という

形で出ていくということで理解してよろしいでしょうか。よろしいですか。はい。する

と、出来上がりの経営計画の答申しか出ないということになりますよね。審議会は、その

策定する計画の内容について、市民目線とか専門的な見地からですね、評価とか意見とか

助言をしていくと。それが審議会の役割なのだろうという風に思っております。それで、

今回答申案という形で経営計画そのものが示されると、審議会での意見っていうのはどう

いうものだったのかというのがわからないじゃないかと思っているのです。要するに、審

議会として、この計画に対してどのような意見をしているのか、評価しているのか。審議

会としての意見や、今後この計画を進めていくにあたっての留意すべき点をこの計画の答

申案に付して提示していくというような形が一番、市とか病院に対しても我々市民に対し

てもわかりやすくなるのかなとは思うのですけども、そうした形は現在考えていられない

のかどうか確認したかったのですけど。 

〇松原委員 

はい。事務局お願いいたします。 

〇事務局（古賀課長補佐） 

はい。北村委員からのご指摘の通り、今の形ですと、委員の皆様からいただいた意見が

すべて溶け込んだ形になってしまって、どこについて意見をしたのかわからない状況にな

っておりますので、今後、松原会長と相談させていただきながら、少しそのあたりがわか

るような工夫をしていきたいなという風に考えております。以上です。 
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〇北村委員 

今回の経営計画は、非常に重要性が高いものだと私思っていまして、実は茅ヶ崎市の総

合計画・実施計画２０２５が今年からスタートしていまして、この中で、計画期間中に特

に重点的かつ分野横断的に取り組むべきテーマとして重点戦略っていうのがあります。こ

れが４２市全体でありまして、この中で市立病院の安定経営の推進が位置付けられていま

す。だから市の方も非常にこれ重要なテーマ取り組みになっています。ぜひそうしたとこ

ろもしっかり理解していただいて、市と市立病院で連携して経営改善に取り組んでいただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇松原会長 

はい、ご意見ありがとうございました。よろしいですか。改めまして、はい。 

先ほど話途中だったのですけれども、皆様のご意見を反映させるということで最終的な

答申案につきましては、私に、委員長に一任していただくということでいかがでしょう

か。よろしければ手を挙げるか、はい。アクションをしていただけるとありがたいです。

よろしいですか。はい。ありがとうございました。では、私の方で、今後事務局と調整さ

せていただきまして、事業管理者に答申としてお渡ししたいと思います。 

それでは、今後の予定をお願い致します。 

〇事務局（古賀課長補佐） 

 それでは資料３をご覧ください。今後の予定ですけれども、本日の審議会後、先ほどお

話がございましたが、松原会長と事務局で内容を整えた後に、事業管理者宛に答申として

提出をいたします。松原会長から答申を提出いただきます。その後、市としての庁内手続

を経て、年明け 1月中旬に、市議会において、本計画について協議を行いまして、その後

２月に１ヶ月間の期間をかけまして、市民にパブリックコメント行って、意見募集を行い

ます。その後必要な調整を行いまして、３月末に公表という流れを想定しております。事

務局からは以上となります。 

〇松原委員 

ただいまの説明に関しまして、今後の予定につきましてご質問あればお願いいたしま

す。はい。よろしいでしょうか。では、その他として事務局から何かございますか。 

〇事務局（古賀課長補佐） 

 はい。本日はありがとうございました。 

 事務連絡となりますけれども、事務局にて本日の議事録を前回同様に作成させていただ

きまして、委員の皆様には郵送もしくはメールなどで議事録をお送りいたしますので、お

手数ございますが、確認をお願いいたします。以上となります。 

〇松原委員 

はい。委員の皆様から本日も大変貴重なご意見をたくさんいただきました。大変厳しい

ご意見もあったと思いますけれども、すべてこの市立病院を応援したいっていうご意見だ

ったと思います。これによって、計画がさらにブラッシュアップできたものと考えます。

この計画をしっかりと進めていただきまして、さらにすばらしい茅ヶ崎市立病院になるこ
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とを期待したいと考えております。 

それでは、会議の進行を事務局へお返しいたします。ありがとうございました。 

〇事務局（小川病院経営企画課長） 

委員の皆様、本日はありがとうございました。 

最後に、病院事業管理者の中沢よりご挨拶申し上げます。 

〇事務局（中沢病院事業管理者） 

病院事業管理者の中沢でございます。本日は大変熱心な議論、貴重なご意見、ご指摘、

温かい言葉、どうも本当にありがとうございます。また、座長の労をお取りいただきまし

た松原会長どうもありがとうございました。 

今後、この答申案を修正した後、計画・提案の形に持っていくというところございます

が、来年度から新たな計画のもとで「健やか・共創」という基本理念をふまえて、良質で

効果的な医療を提供していくところでございますが、これは、計画だけあっても進むわけ

はありませんので、そういった意味では職員一人ひとりがこの計画を認識して事業をおこ

なっていくとともに、やはり、市民の皆様方にもこの計画を理解していただいて、一緒に

作り上げていくとそういった視点が極めて重要だと考えておりますので、本当に今日色々

なご意見をいただきましたので、十分に参考にしていきたいと思っております。今年度の

この経営審議会につきましては、今回が最後という形になりますが、委員の皆様方には、

今後とも引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。本日は誠にありがと

うございました。 

〇事務局（小川病院経営企画課長） 

ありがとうございました。３月に計画が完成いたしましたら、委員の皆様に共有をさせ

ていただきたいと考えております。来年度は本計画の進捗管理が主な内容となる予定とな

っております。 

これをもちまして、令和５年度第２回茅ヶ崎市病院事業経営審議会を閉会いたします。

本日は誠にありがとうございました 

 

 

 

 

 


